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福祉用具の展示会　5月25日（土）10時～16時半 両国ＫＦＣホール3Ｆ 参加無料！抽選会開催！☎06－7739－8610 介援隊広告
　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP

市民後見人になりたい方や、成年後見制度・市民後見人について知
りたい方は、ぜひご参加ください。
［とき］6月10日（月）午前10時～正午［ところ］区役所会議室131（13階）
［対象］区内在住在勤の20歳以上の方　＊おおむね70歳未満［費用］無
料［申込み］事前に電話で厚生課厚生係☎5608－6150へ　＊受け付け
は6月7日午後5時まで　＊養成研修は8月から開催予定　＊養成研修
の受講には説明会への出席が必要

２枚目の
名刺は

認知症などで判断能力が不十分な方を代理する後見人。近年、高齢化や単身世帯の増加に
より、支援を必要とする方が増えています。後見人は通常、親族や専門職から選ばれますが、
新たな担い手として期待されているのが市民後見人です。市民後見人の強みは、同じ地域で
暮らしているからこそできる、きめ細やかな支援。仕事をしながら活動し、市民後見人とい
う２枚目の名刺を持つ方もいます。
　地域で支えてくださる、あなたの力を必要とする方がいます。関心がある方はぜひ、説明
会へご参加ください。
[問合せ]厚生課厚生係☎5608－6150

すみだのことが大好きで、地域の方のために何か役に立てる
ことはないかな、と思っていたところ、チラシで市民後見人養成

市民後見人として重要なのは「現場力」。人と話すことが
好きな方、誰かの役に立ちたい、というボランティア精神を
お持ちの方は、まずはぜひ、説明会にいらしてください！

被後見人の方に寄り添い、その方にとって最善の道を考
えて行動した結果、その方が「ありがとうね」と喜んでくれ
たことですね。誰かの役に立てていると実感できました。

市民後見人のアレ コレや

監督人である社会福祉協議会へ活動内容・財産管理の報告

本人のために必要な収支計画・財

産の保全
本人の生活状況の記録、医療・福祉サー
ビスの手続など

私がお答えします！

6月10日
（月）開催！ ことはないかな、と思っていたところ、チラシで市民後見人養成

社会福祉協議会が
　　　市民後見人をサポートします！
私たちは、市民後見人を監督する立場として、皆さ
んが活動する中で不安にならないように、いつでも
相談できる体制を整えています。
被後見人の方の状況によって、対応方法は異なり
ます。弁護士などの専門家に確認しながら、ご本人に
とって最善の選択ができるよう心掛けています。

墨田区社会福祉協議会 石川佳子さん

墨田区登録市民後見人 湯澤恭子さん

研修を知りました。研修も充実していますし、
後見活動中も、わからないことは相談しな
がら進められますので、市民後見人として
特別な知識は必要ありません。時間に余裕
のある方はぜひ、地域の方のために力を貸
してください！

市民後見人養成研修説明会

私たちがパートナーです！

　大きく分けて、以下の3つに分
けられます。
　通院や掃除などの直接的な支援
が必要な場合は、福祉サービス等
の契約を後見人が行います。

市民後見人の役割は？

やりがいはどんなところに？

メッセージをどうぞ！

財産を
守る

生活を
守る

報告
する

私は１年前に初めて選任され、現在2人目の方を
担当しています。安心して生活ができるように、ケア
マネジャーをはじめ関係者と連携し、財産状況もしっ
かり把握して、困ることがないように支援しています。
現在担当する方はお話好きなので、訪問時は、ゆっく
り会話を楽しめるように心がけています。

墨田区登録
市民後見人

木村幸雄さん

市民後見人
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K-1ファイター小宮山工介が館長を務める押上の道場です。空手＆キックボクシング、生徒募集中!!国際空手道北斗会館 ☎03－6284－1747広告

地域の頼れる相談役
民生委員・児童委員、主任児童委員

主任児童委員として15年が経ちました。最初は学校の先生
でも主任児童委員の存在を知らない方もいましたが、地道な
PR活動を続けたことで、今ではずいぶん私たちの存在を知っ
てくださる方が増えました。先生方から相談の連絡をくださ
ることも多いです。また、私たちから先生方へお願いし、子ど
もの学校での様子を見させていただくこともあります。
子育てに関する悩みはとてもデリケートな部分があります。
ですから、お母さんやお父さんとの距離の保ち方にはとても
慎重になります。私たち委員や関係機関職員が間違った対応
をしてしまうと、子どもの将来を大きく左右してしまうこと

中䑓𣳾子さん
主任児童委員

民生委員・児童委員は、福祉に関する〝身近な相談役〞。地域の実情に詳しく、
地域福祉の増進に意欲がある等の条件を満たす方が厚生労働大臣から委嘱を受け、
ボランティアとして活動しています。担当する地域で暮らしながら、生活上の困り
ごとや介護・医療・子育ての不安等に関する相談を受け、必要な支援ができるよう、
区や高齢者支援総合センター、学校等と連携しています。
　また、民生委員・児童委員のうち、特に子どもの福祉に関する知識や活動等の経
験が豊富な方たちが主任児童委員です。区内全域を対象とし、虐待やいじめ、
不登校など、子どもを取り巻く問題を担当します。民生委員・児童委員や区・学校・
児童相談所等と連携して、様々な問題の早期発見・解決に向けて活動しています。
　民生委員・児童委員、主任児童委員は守秘義務があり、相談内容をほかの人に漏
らすことはありません。お困りのことがあれば安心して、ご相談ください。

ご自身でも、近所の方でも、こんなとき ありませんか？

[問合せ]
厚生課厚生係
☎5608－6150

も考えられますからね。常に、先
輩や仲間の委員と相談しながら対
応するようにしています。
最近は、地域で子どもを見守ろ
うという意識が高まりつつあるよ
うに思います。いじめや虐待が疑
われるような場合で、連絡をもら
うこともあります。もし、いじめ
や子育てに悩んでいるなら「あな
たはひとりじゃない。すぐ近くには、
心配してくれている人がいるよ。」
ということを思い出してほしいで
すね。

民生委員・児童委員から

井上久子さん
民生委員・児童委員
第7地区会長

クラスメイト
にいじめられ
ている…

病気のこと
が心配…

一人暮らしが
心細い…

車いすや杖
つえ

な
どがほしい

生活に困って
いる…

子育てが
大変…

家族の介護
に疲れた…

もあります。そのため、地域の方に「近
所の方でちょっとでも気になることが
あれば、私に教えてください」と常に
お願いしてます。そうすると「お隣さん、
最近姿を見ないのよ」などと気になる
情報をくださり、私たちの活動につな
げることができるので本当に助かって
います。
ご自分の生活のこと、近所で気にな
る方のこと、何でも結構です。ぜひ、私
たちに声をかけてください。お話しい
ただければ、私たち民生委員・児童委
員が適切な機関等につなぐなど、きっ
とお役に立てるはずです。

第7地区の民生委員・児童委員になり、今年で21年目。振り返る
と、私の地域では、昔は子どもに関する相談も多く、区や主任児童
委員、学校等と連携して対応していました。今ではその子どもたち
も大きくなり、最近は高齢者の相談が多いですね。
民生委員・児童委員は顔が広くないと務まらない仕事ですから、

皆さんに顔を覚えてもらえるよう、各家庭を訪問したり、地域での
清掃活動や盆踊り、集会などには必ず参加したりしています。また、
集会や町会のお祭りなどでは、最近来なくなってしまった人がい
ないか、自分の目で安否確認も欠かしません。
とはいえ、どうしても私たちの活動だけでは、気付けないところ

主任児童委員から

お近くの民生委員・児童委
員を知りたい方もこちらへ！




